
 

船舶事故調査報告書 

令和７年１２月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 令和６年１１月２６日 ０７時３０分頃 

発生場所 関門港下関区第一突堤８号岸壁 

下関市あるかぽーと東防波堤灯台から真方位２４２°１.２海里

（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°５６.８′ 東経１３０°５５.４′） 

事故の概要 旅客船SEONG
ソ ン

 HEE
ヒ

は、着岸操船中、岸壁に衝突した。 

事故調査の経過 令和６年１２月４日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 SEONG HEE（大韓民国籍）、１６,８７５トン 

９２４１７００（ＩＭＯ番号）、PUKWAN FERRY CO,.LTD.（Ａ社） 

 乗組員等に関する情報 船長（大韓民国籍）、一級（航海）（大韓民国発給） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 左舷船首部に凹損を伴う擦過傷等 

岸壁 車止めに破損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ８、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

山口県下関市には、令和６年１１月２５日２２時１７分に暴風警報

が発表され、本事故時も継続中であった。 

 事故の経過 本船は、船長ほか２８人（全員大韓民国籍）が乗り組み、旅客１６

１人を乗せ、令和６年１１月２５日２１時００分頃、関門港下関区細

江１８号岸壁（以下「着岸岸壁」という。）に向けて大韓民国釜山広

域市釜山港を出航した。 

船長は、出航前に下関市の２６日０６時の気象予報を確認した際、

風速が９～１２m/s であったので、着岸時のタグボート１隻を手配し

ていた。 

船長は、関門航路を航行中、０７時００分頃に総代理店（以下「Ｂ

社」という。）担当者から、着岸岸壁の最大瞬間風速が約２１m/s に達

しているとの連絡があり、追加のタグボート１隻を要請したが、Ｂ社

担当者から追加のタグボートを手配できないとの回答を受けた。 

船長は、関門港内の風向風速が南東１５～２１m/s であったので、

風が弱くなったときであれば、タグボート１隻でも着岸可能と判断

し、着岸岸壁の南東方で右回頭して出船左舷着けすることとした。 

船長は、０７時１８分頃、着岸岸壁の南東方で右舷船尾にタグライ

ンを取り、風が弱くなったのを見計らって、右舵一杯、バウスラス

ター右回頭一杯とし、タグボートに右舷船尾を押させて右回頭を開始



 

した。 

本船は、右回頭中、０７時２２分頃、南東からの突風を受けて、船

首が北東方を向いた状態から回頭できなくなり、第一突堤８号岸壁

（以下「本件岸壁」という。）の方向へ圧流され始めた。 

船長は、０７時２５分頃、本船が本件岸壁に圧流されるのを止めよ

うと、タグボートに本船を港外に向けて南東方に引っ張るよう指示

し、後進全速をかけ、バウスラスターを左回頭一杯として本件岸壁か

ら離れようとした。 

本船は、０７時３０分頃、まず左舷船首部が本件岸壁に衝突し、続

いて左舷側が本件岸壁に衝突した。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

 

船長は、Ｂ社担当者に本事故の発生を報告し、Ｂ社担当者は海上保
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安部に通報した。 

本船は、追加のタグボート１隻が到着するのを待ち、風が弱くなっ

た０８時５０分頃、移動を開始し、０９時１０分頃、着岸岸壁に着い

た。 

分析 本船は、暴風警報が発表され南東の風約１５～２１m/s が吹く中、

着岸岸壁に接近中、船長が着岸支援のためにタグボートを１隻しか使

用しなかったことから、着岸岸壁の南東方で右回頭できず、風に圧流

され、本件岸壁に衝突したものと考えられる。 

 船長は、関門航路を航行中、Ｂ社担当者から関門港内の最大瞬間風

速が約２１m/s に達しているとの連絡があり、追加のタグボート１隻

を要請したが、Ｂ社が追加のタグボートを手配できなかったことか

ら、風が弱くなったのを見計らってタグボート１隻により着岸しよう

としたものと考えられる。 

原因 本事故は、暴風警報が発表され南東の風約１５～２１m/s が吹く

中、本船が、着岸岸壁に接近中、船長が着岸支援のためにタグボート

を１隻しか使用しなかったため、着岸岸壁の南東方で右回頭できず、

風に圧流され、本件岸壁に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  Ａ社は、本事故後、次の再発防止策を講じた。 

 ・出入港時、暴風警報や強風注意報が発表されている場合には、タ

グボート２隻を使用することとした。 

・出航後に風速が２１m/s 以上となった場合には、船長は、予定航

路の航行を中止し、航路変更など適切な措置を講じることとし

た。 

・これらの内容について乗組員に対する教育を実施した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、強風時に着岸する場合、突風等風の状態が変化すること

を想定し、タグボート等の着岸支援体制を強化すること。同支援

体制が整うまで、又は、安全に着岸できる風速になるまでは、着

岸を見合わせること。 

 


